
議案第７号 

 

   あきる野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年２月２０日 

 

                 提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和 

 

提案理由 

 第７期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険事業の安定、かつ円滑な運営を図るため、

介護保険料率を改める必要がある。 

 

   あきる野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 あきる野市介護保険条例（平成１２年あきる野市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年

度まで」に改め、同項第１号中「２８，２００円」を「２８，３２０円」に改め、同項第２

号中「３３，６００円」を「３４，８００円」に改め、同項第３号中「４０，８００円」を

「４２，０００円」に改め、同項第４号中「４９，２００円」を「５０，４００円」に改め、

同項第５号中「６０，０００円」を「６２，４００円」に改め、同項第６号中 

「６７，２００円」を「７０，８００円」に改め、同号ア中「という。）」の次に「（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する

特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）」を加え、同号イ中「又

は第１３号イ」を「、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第７号中「６９，６００ 

円」を「７５，６００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ又は第  

１４号イ」に改め、同項第８号中「８０，４００円」を「８６，４００円」に改め、同号イ

中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第９号中  

「８２，８００円」を「９２，４００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第  

１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１４号中「１３０，８００円」を  

「１３８，０００円」に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１３号中「１２２，４００

円」を「１２９，６００円」に改め、同号を同項第１４号とし、同項第１２号中  

「１１５，２００円」を「１２１，２００円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第  

１１号中「１０４，４００円」を「１１５，２００円」に改め、同号イ中「第１３号イ」を

「第１４号イ」に改め、同号を同項第１２号とし、同項第１０号中「１０２，０００円」を

「１０４，４００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ又は第１４号



イ」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

 （１１） 次のいずれかに該当する者 １１０，４００円 

    ア 合計所得金額が３００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

    イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当

する者を除く。） 

 第３条第２項中「所得の少ない」を「前項第１号に掲げる」に、「前項第１号に該当する

者の平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め

る。 

 第１５条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料について

適用し、平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例による。  

 


